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Ｐ１【事業の概要（事業目的）・事業目的】

本事業の概要）きっかけ

〇新型コロナウイルス感染症（以下、コロナという）対策拡充に伴う人員強化により、コロナ関連の事務
スペースが分散し、業務効率の低下が否めず、このままでは今後の大規模感染症対策に懸念

〇分散している保健所の課等の執務スペースと、一定規模の感染症対応の執務スペースを集約した施設の
必要性を強く認識

船場センタービル

【新保健所、保健所の通常の事務スペースとコロナ関連の事務スペースの所在】

放射線技術検査所

職員人材開発センター
コロナ

中央卸売市場本場
業務管理棟
コロナ

あべのメディックス
課等３課＋コロナ

課等（２課＋１検査所）
＋コロナ

新保健所移転候補
ヴィアーレ大阪



Ｐ２【事業の概要（事業目的） ・特別職による意思決定事項等】

本事業の概要）事業目的

〇戦略会議（R３.11.17）における決定事項
・1保健所と24区保健福祉センターによる地域保健体制のもと大規模感染症に対応
（保健所の複数設置との比較検討等）

・感染拡大時に緊急参集が迅速にできる全市的体制を構築

・1か所で大規模感染症や平常時の研修等にも対応可能な保健所の移転候補施設として「ヴィアーレ
大阪」を選定（ｐ３参照）

【全市的体制のイメージ】【保健所体制の検討】



P３【事業の概要（事業目的）・特別職による意思決定事項等】

本事業の概要）事業場所

〇戦略会議において、まとまった床面積が使用できる市内中心部の市有施設から、求められる要件について
比較検討し、総合的評価により「ヴィアーレ大阪」を移転先の候補として決定

要件）
①【 執務スペース 】分散している保健
所執務室を1か所に集約し、大規模感染拡
大時にも1か所で一連の対応業務が行える
スペースが確保できること。
⇒大規模感染症対応では約4,000㎡以上が
必要(保健所機能全体では6,000㎡以上)
②【研修等スペース】平常時における人材
育成をはじめとする各種研修や、関係機
関・事業者等との各種会議、市民向けセミ
ナー等について、感染対策に留意し実施す
るための、余裕のあるスペースが確保でき
ること。
③【 駐車スペース 】患者搬送車を含む公
用車の駐車スペースが確保できること。
④【 交 通 利 便 性 】派遣職員等、従事者
確保の観点から市内中心部で利便性が高
く、 かつ本庁舎との連携がよいこと。
⑤【 使用可能時間 】24時間・365日の
使用が可能であること。
⑥【 コ ス ト 】賃借料や改修費な
どコストが大幅な増にならないこと。

注1:「執務スペース」は、いずれの面積も概算
注2:ヴィアーレ大阪の改修工事費は、賃借料が不要となるため(仮にあべのメディックスを6,000㎡借りた場合には3億1千万円)、10年程度で回収の見込み



Ｐ４【事業の概要（参考資料）】

ヴィアーレ大阪の概要

〇安土町複合施設の一部（主に1階～7階）として平成13年に竣工。大阪市所有の職員の福利厚生施設で、
ホテル・レストランなど職員以外の利用も可能

〇有効活用検討業務委託を実施し、売却・賃貸、その他の活用が困難であるとの結果に加え、コロナ禍によ
る利用客の減少及び今後の需要も見通せない状況から市が自ら使用することが最適であると判断。ホテルは
令和５年２月末で閉館

〇複合施設の他の区分所有者は大阪市（建設局）が地下1階～地下3階を市営駐車場として、大阪市住宅供
給公社が8階から15階を賃貸住宅として活用

【ヴィアーレ大阪の現況】

（所在地）大阪市中央区安土町3丁目10‐1外
（土地）3,528.12㎡ 所有者：大阪市（建設局）
（建物）2001年3月竣工

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造
地上15階、地下3階

延床面積 25,273.49㎡

【安土町複合施設の概要】

（延床面積）10,493.88㎡（主に1階～7階/共有部含む）

1階～7階が
ヴィアーレ大阪



事業内容・事業実施体制・事業スケジュール

〇事業内容 他用途との合築建物で、現在ホテルとして運用している「ヴィアーレ大阪」を事務所に転用す
るための改修工事を実施

〇事業スケジュール 万国博覧会前に運用を開始するため、設計業務の効率化や改修工事の工期短縮化を検
討（段階的な運用開始となる場合もある）

〇事業実施体制 改修工事は国土交通省公共建築工事積算基準等に基づき工事費を算定し、競争入札で受注
者を決定。基本計画、実施設計、工事監理は簡易型プロポーザルで委託事業者を決定

【現時点での事業スケジュール】 今後変更の可能性有り

Ｐ５【事業の概要（事業内容）、（事業実施体制）、（事業スケジュール）】

※改修内容によっては段階的な運用開始となる場合がある。
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事業内容・事業実施体制・事業スケジュール

○事業内容：他用途との合築建物で、現在ホテルとして運用している「ヴィアーレ大阪」を事務所に転用す
るための改修工事を実施

○事業スケジュール：大阪・関西万博開幕前に感染症対策に必要なスペース（建物1～6階のうち、５・6階
を予定）を完成させ、令和7年中に全部供用開始を予定

○事業実施体制 改修工事は国土交通省公共建築工事積算基準等に基づき工事費を算定し、競争入札で業者
を決定。基本計画、実施設計、工事監理は簡易型プロポーザルで業者決定

【現時点での事業スケジュール】 今後、変更の可能性有り

改Ｐ５【事業の概要（事業内容）、（事業実施体制）、（事業スケジュール）】

大阪・関西万博開幕
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Ｐ６【事業の概要（事業規模）】

事業規模

【事業規模】
土地：3,528.12㎡
建物（延床面積）：10,493.88㎡

(うち事務所等に転用可能な面積は約5,500㎡)
構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上15階・地下3階のうち、主に1階～7階

【事業費等】
[全体事業費]
（事業費内訳）
・改修工事費 精査中：起債対象
・アスベスト調査費 240万円
・設計費：起債対象

基本計画 1,000万円（R3実績）
実施設計 1億700万円（R4契約済額）

工事監理費等 精査中
・移転費・現施設原状回復費用 精査中

[維持管理費] 精査中



改Ｐ６【事業の概要（事業規模）】

事業規模

【事業規模】
土地：3,528.12㎡
建物：延床面積） 10,493.88㎡ （登記簿上の延床面積）

改修対象のうち事務所等面積） 約5,500㎡（保健所専有部のうち執務室、会議室等の面積）
同 共用廊下等面積） 約3,500㎡ （保健所専有部のうち共用廊下等事務所として使用できない面積）

改修対象外のうち専有部面積） 約1,100㎡ （保健所専有部のうちEV、搬入口、7階8階の機械室等の面積）
同 共用部面積） 約400㎡ （中央監視室等安土町複合施設共用部の面積）

構造：鉄骨鉄筋コンクリート造 地上15階・地下3階のうち、主に1階～7階

【事業費等】
[事業費]
（事業費内訳） 28億5,400万円（基本設計完了時点：令和5年度価格）
・改修工事費 （起債対象） 26億6,700万円
・設計費・工事監理費等（起債対象） １億8,700万円

[維持管理費] 5,900万円／年 （専有部管理費用 2,800万円／年・管理組合費用 3,100万円／年）

工事種別 主な工事内容

建築
壁・床・天井を大部分改修(撤去含む)
耐震天井新設
４階ホール舞台機構を撤去・新設

機械設備
空調・換気設備の撤去・新設
給排水衛生設備の撤去・新設
非常用発電設備の新設

電気 照明等各種電気設備・防災設備改修

昇降機 エレベータ基盤改修

ガス ガス式空調機改修



Ｐ７【事業概要（背景）】

保健所の概要

〇地域保健法に基づき設置。組織は５課、 2検査所、５監視事務所からなる。

〇全市を所轄し、広域的・専門的・技術的拠点として、各区保健福祉センターとそれぞれの役割分担と相
互連携を図りながら、保健衛生行政を推進している。

【保健所の経過】

本市の動き
昭和12年度
市内初の保健所を阿倍野区に設置

昭和34年度
１区１保健所体制の完成

平成12年度
1保健所24保健センタ―体制に移行

保健所設置根拠法令
昭和12年度
保健所法制定（目的：国民の体位の向上)
疾病予防のための健康相談など保健上
適切な様々な指導を行う

平成６年度（平成９年度施行）
保健所法が地域保健法に改正
（目的：地域住民の健康の保持及び増進）
同法第4条に基づき、国が地域保健対策の
推進に関する基本的な指針を制定

【市保健所の組織（外部人材除）】
課名 業務内容 人数

管理課
保健所の運営管理及び統括、母子保健事業、難病対策事業、栄養改善事

業及び公害健康被害の補償等制度、各区保健福祉センターへの業務支援
77

保健医療対策課

病院・診療所等の許可・届出、医療機関への立入検査、市内の医療法人

に対する認可・届出等、保健衛生システムの運用、保健情報の収集・分

析・加工・提供及び調査研究の推進、技術支援

34

感染症対策課

疫学調査、感染症発生動向調査、新型コロナウイルス感染症、新型イン

フルエンザなどの感染症対策及び各種予防接種、エイズについて正しい

知識の普及･啓発、検査体制の充実、結核定期健康診断、結核予防接種

（ＢＣＧ）事業及びＤＯＴＳ（直接服薬確認療法）

223

環境衛生監視課

旅館・興行場・公衆浴場・温泉・墓地・特定建築物・専用水道・浄化

槽・化製場等に対する許可・届出、監視指導、国家戦略特別区域法に基

づく認定等及び住宅宿泊事業法に基づく届出、小規模給水施設の衛生管

理向上のための調査・啓発

34

食品衛生監視課

HACCPに沿った衛生管理の指導・助言、食品の収去、施設の拭き取り検

査、輸入食品・広域流通食品等にかかる違反事例発生時には危害拡大防

止のための措置、食品等の自主回収報告制度に関する指導・助言

13

生活衛生監視事務

所

飲食店をはじめ食品関係施設の許可並びに監視指導、食品の検査や施設

の拭き取り検査、食中毒の発生や違反食品の発見時の調査、理容所、美

容所、クリーニング所の届出にかかる検査確認や監視指導、遊泳場及び

簡易専用水道に対する監視指導

120

保健衛生検査所

感染症対策や三歳児健診に係る検査、食品関係施設の食品の検査や施設

の拭き取り検査、遊泳場の水質検査及び有害家庭用品に関する検査、医

療法に基づく病院立入検査（医薬品安全管理及び検査関係）

11

放射線技術検査所

各区保健福祉センターにおける結核対策、肺がん検診をはじめ、検診車

での肺がん検診・乳がん検診、結核健診時のエックス線撮影検査業務、

乳がん検診事業における読影センターの運営、医療法に基づく立入検

査、放射線管理

15

（人数はR4.７.13時点市HPより）



Ｐ８【事業の概要（背景）】

感染症対策

〇感染症法（※）に基づき、本市が主体となり、府と連携し実施
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

〇古くはコレラ（明治18年に市で死者1万人超）、スペイン風邪など。新しくは後天性免疫不全症候群
（HIV）、SARS（重症急性呼吸器症候群）、ウエストナイル熱などの「新興感染症」、既知の感染症で再
び流行する傾向の結核、マラリアなど「再興感染症」

【感染症対策の経過】 【感染症法等で定められた本市の役割】

本市の動き
・市民病院・感染症用病院・衛生研究所の設置
・上下水道等の整備

感染症対策法令
明治30年
伝染病予防法制定（感染症のまん延防止に重点）

平成11年
感染症法制定（国、地方自治体などが連携し、個々

の国民の感染予防・治療に重点、患者の人権に配慮）

※直近では、令和4年6月に首相が日本版CDCに言及

左 大安研HPより
右
1929年桃山病院
（淺沼組HPより）

役割 業務内容

発生動向調査の
実施

医療機関等との連携協力体制を確立し、感
染症の発生情報の正確な把握と分析を行い、
その結果の提供・公開

疫学調査の実施

地方衛生研究所等と連携を図り、病原体情
報を収集、分析することで地域における流
行状況把握や感染源及び感染経路の究明

予防接種の推進
ワクチンに関する正しい知識の普及及び予
防接種の推進

対人措置の実施

必要最小限の範囲において患者の人権に配
慮しながら、入院措置や就業制限など、一
定の行動制限を行う対策を実施

対物措置の実施

必要最小限の範囲において個人の権利に配
慮しながら、消毒、ねずみ族、昆虫の駆除、
物件に対する廃棄等の措置などを実施

指定感染症・新
感染症への対策

国からの技術的な指導助言を求めながら、
まん延防止に必要な措置を実施。



Ｐ９【事業の必要性（背景）】

本市のコロナ対策の検証 ①実施体制

【現在のコロナ業務の実施場所と人数（概数で外部人材含）】

(令和4年9月5日現在)

【市1日当たりの新規陽性者数と各波毎のピーク】

〇これまで感染拡大状況に応じて対応してきたものの、第6波では戦略会議（R3.11.17）時の想定（市内
コロナ新規陽性者1日あたり1,700人）を大きく上回る感染の急拡大により事務の遅れが発生

〇その後、第7波に備え、従来の枠を超えた外注範囲の見直し、執務スペースの大幅拡充、ICTツールによ
る業務改善に取り組み、現在の実施体制を構築

〇しかし、施設の分散により、施設間の移動などに時間的なロスが生じ、特に感染拡大時にその負担が増
大する懸念は依然として存在

（委託先で業務場所を用意しているものを除く）

第７波第６波

新規陽性者発生数のピークについて

2.1.29～ 2.6.14～ 2.10.10～ 3.3.1～ 3.6.21～ 3.12.17～ 4.6.25～

第1波 第2波 第3波 第4波 第5波 第6波 第7波

58 131 287 561 1,278 7,293 8,428

2.4.9 2.8.7 2.11.22 3.4.27 3.9.1 4.2.5 4.7.28

府 92 255 654 1262 3,004 15,291 25,744

市

所在する施設名 人数 主な業務内容

1

あべの
メディックス 350

企画立案、患者登録入力、
重症者対応、クラスター対策、
相談センター（専門）、医師常
駐

2 船場センタービル 250 疫学調査、入院公費

3
職員人材開発
センター

50 PCR受検等調整

4
中央卸売市場
業務管理棟

250
患者登録入力（症状等詳
細）・配食サービス



Ｐ１０【事業の必要性（背景）】

本市のコロナ対策の検証 ②執務スペースの推移

〇全市１保健所体制発足時からあべのメディックスに設置され、コロナ禍前には5課が1か所で業務を遂行

〇コロナ対策のスペースを確保するため２課・１監視事務所を民間賃貸ビルに移転させたが、その後も感
染拡大に伴う従事者数の増とともにスペースが必要となり、他の市有施設等で確保した結果、保健所全体
の面積はコロナ禍の前の約3倍に増加

単位：㎡

※各監視事務所は地域ごとに所在するので、集約化の対象でないため、

記載していない

【コロナ禍での執務スペース（課等とコロナ対策）の推移】【現在の大阪市保健所：あべのメディックス】

・鉄骨鉄筋コンクリート造
地下2階、地上13階、塔
屋2階のうち、保健所は
10階の全部、3階・4
階・1１階・12階の一
部に所在

・区分所有建物であり、大阪市（都市整備局）が
所有する部分もあるが、民間会社所有部分は
賃貸借（約2,500㎡）

コロナ対策
スペース

凡例

共用スペース

課等スペース

保健衛生検査所

放射線技術検査所


